
郵政民営化委員会 ご説明資料

2025年５月26日

一般社団法人全国信用金庫協会

資料286-2-4

佐藤和香子(SATOWakako)
長方形

佐藤和香子(SATOWakako)
長方形

佐藤和香子(SATOWakako)
長方形



Copyright © 2025 The National Association of Shinkin Banks All Rights Reserved. 1

＜基本理念＞

地域社会の健全な発展及び市場に与える影響に配慮しつつ、「同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保
するための措置」を講じる。（第２条）

＜株式の処分＞

日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式は、その全部を処分することを目指し、できる限
り早期に、処分するものとする。（第７条第２項）

＜業務の制限＞

他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなけ
ればならない。（第110条の２第２項）

⚫ ゆうちょ銀行が、「適正な規模への縮小」および「完全民営化」の実行を確実に担保することが、他の

金融機関等との「公正な競争条件」が確保されている大前提である。

⚫ しかしながら、未だ「完全民営化」の実現に向けた具体的な方針・計画は示されていない。

郵政民営化に対する信用金庫業界の認識①

郵政民営化法における基本理念等

信用金庫業界の認識
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郵政民営化は、「民間に委ねることが可能なものはできる限りこれに委ねることが、より自由で活力ある経済社会の実現に

資する」（郵政民営化法第１条）との考えを基本としており、これを実現するためには、株式処分により、極力国の関与を

減らし、また、市場における公正かつ自由な競争を促進し、利用者のニーズに応える多様で良質なサービスが提供される

ようにすることが重要である。

したがって、金融二社に関する業務等規制について調査審議する際の最も重要な視点は、金融二社と関係業界の利

害の調整ではなく、適正な競争を通じて金融機関のサービスが向上することにより利用者にもたらされる利便性の向上

である。

⚫ 「完全民営化」の実現に向けた具体的な方針・計画すらも示されていない状況下において、調査審議

の際の最も重要な視点として、「利用者にもたらされる利便性の向上」のみが掲げられているのは適当

ではない。

郵政民営化に対する信用金庫業界の認識②

運用方針案「１．公正・自由な競争の促進と利用者利便の向上」より一部抜粋

信用金庫業界の認識
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郵政民営化に対する信用金庫業界の認識③

2012年の郵政民営化法改正法案の附帯決議

＜平成24年４月11日 衆議院郵政改革に関する特別委員会＞

日本郵政株式会社が金融二社の株式の二分の一以上を処分した後の金融二社の新規業務等に係る届出制が、単
なる届出ではなく、他の金融機関等との間の競争関係への配慮義務並びに郵政民営化委員会への通知義務を課す

とともに、内閣総理大臣及び総務大臣による監督上の命令の対象としていることに鑑み、これらの規定に基づく政府及び

郵政民営化委員会による二重のチェックが有効に機能することとなるよう、制度の適切な運用に努めること。

＜平成24年４月26日 参議院総務委員会＞

日本郵政株式会社が金融二社の株式の二分の一以上を処分した後の金融二社の新規業務等に係る届出制が、単
なる届出ではなく、他の金融機関等との間の競争関係への配慮義務及び郵政民営化委員会への通知義務を課すとと

もに、内閣総理大臣及び総務大臣による監督上の命令の対象としていることに鑑み、これらの規定に基づく郵政民営化委

員会による対等な競争条件の確保等のための事前検証・評価、関係大臣による是正命令権限が有効に機能すること

となるよう、制度の適切な運用に努めること。このため、郵政民営化委員会の委員には、真に公平・中立な第三者を選任

することとし、郵政民営化委員会は、必要に応じ利用者代表及び関係する業界団体が意見を述べる機会を確保するな

ど、公平・中立な機関として運営すること。

⚫ 上記附帯決議等の内容を踏まえ、ゆうちょ銀行が届出制の下で新規業務に参入しようとする場合には、

他の金融機関等との公正な競争条件を確保するとともに、顧客保護の観点から顧客本位の業務運営
やコンプライアンス態勢の徹底を検証することが重要である。

信用金庫業界の認識
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運用方針案に対する信用金庫業界の意見

⚫ 日本郵政がゆうちょ銀行の株式を保有し、かつ、その完全売却に向けた道筋が示されていない状態のま

ま、同行が民間金融機関と競合する業務分野に進出することは、適正な競争関係を阻害していること

にほかならないので、調査審議ならびに外部からの意見聴取を行うべきである。

⚫ とりわけ、外部からの意見聴取については、附帯決議においても利用者代表及び関係する業界団体が

意見を述べる機会を確保することとしている趣旨を踏まえ、新規業務の届出があった都度、業界団体

等が意見を述べる機会を設けるべきである。

⚫ 郵政民営化委員会は、新規業務開始後においても附帯決議の内容を踏まえ、新規業務にかかる配

慮義務の遵守状況をモニタリングし、適切な検証を実施していただきたい。また、関係省庁とも連携の

うえ、顧客保護の観点からも適切な運営が行われているかモニタリングしていただきたい。

➢ 昨今の報道のとおり、自民党において、日本郵政に対し、当分の間、ゆうちょ銀行株式の３分の１超

の保有義務を課す等を内容とする郵政民営化法の改正法案の提出が検討されている。

➡ 仮に本改正法案が成立した場合には、ゆうちょ銀行の完全民営化に関するこれまでの前提が大きく

変わるため、具体的な運用方法について、根本から再検討することが妥当であると思料する。

【補足意見：郵政民営化法改正法案が成立した場合】

運用方針案に対する意見
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【参考１】 信用金庫業界の概況

信用金庫数 254 金庫

店舗数 7,077 店舗

役職員数 9万7 千人

会員数 878 万人

預金量 161 兆円

貸出金 80 兆円

当期純利益 2,912 億円

自己資本比率 12.75 ％

不良債権比率 4.1 ％

（2024年３月末現在）

5

※ 信金中金・地域中小企業研究所「全国信用金庫概況・統計」より作成（「不良債権比率」は全信協調べ）。
※ 上記計数は信金中金を除く。
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【参考２】 ゆうちょ銀行と信用金庫の比較

預貯金残高 店舗数 資本(出資)金

192兆円

161兆円

23,557局

7,077店舗

3.5兆円

8,287億円

※ ゆうちょ銀行ディスクロージャー誌、信金中金・地域中小企業研究所「全国信用金庫概況・統計」より作成。

※ 上記局数は、ゆうちょ銀行の支店、銀行代理業を営む営業所または事務所（分室を含む）、ゆうちょ銀行の銀行代理業務の委託を受
けた日本郵便株式会社が当該業務を再委託している営業所または事務所の総計。

■ ゆうちょ銀行 ■ 信用金庫

1金庫あたり
約6,345億円

1金庫あたり
約27店舗

1金庫あたり
約32億円

（2024年３月末現在）
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【参考３】地域と共に歩む信用金庫

信用金庫

地域の個人・中小企業

預 金 貸出金

信用金庫の役割

地域で集めた預金を融資などで循環させる役割を有し、地域になくてはならない存在

外国証券

地域金融機関とゆうちょ銀行との連携

信用金庫業界とゆうちょ銀行は、連携・協調関係を深めつつ、地域活性化ファンドへの共同出資や税公金の取りまとめ、

事務の共同化など地域経済の活性化や顧客の利便性の向上に取り組んできた

⚫ 信用金庫の金融仲介機能が低下し、地域経済の成長を支える資金供給や地域への各種支援が細る懸念

⚫ これまで民間金融機関との間で築き上げてきた連携・協調関係が損なわれる懸念

「完全民営化」の道筋が示されない中で、ゆうちょ銀行が業容を拡大することとなれば以下の懸念が生じる

＜各種支援の具体例＞

⚫ ビジネスフェアの開催

⚫ 創業塾・創業セミナーの開催

⚫ 産学官連携による新事業創出

⚫ 地域脱炭素化支援

⚫ 金融教育の実施 ―等各種支援
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